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課題 成果取組

管理組合の活動が長年なく、滞納が日常化していたマンションにおいて、
駐車場の解約ルールと組み合わせた未収金の回収ルール作成等に取り組んだ事例

・B①管理規約改定作業の流れ

・B②管理組合 管理費等未納者への対応 (マニュアル)
水平展開

可能な資料

分譲以来、約30年間、
管理規約が改定されていない

管理人1人が管理しており、管理

組合の運営組織が確立されてお
らず、１０年近く総会も開催され

ていない

１０年近く会計報告がされず
管理費・修繕積立金等の

未収金が発生

管理規約案の全面改正と
総会での可決

管理組合の組織的な活動を
可能とする環境整備

未収金の回収の進展

遅延損害金請求への道筋と
滞納ルールの整備

遅延損害金を整理し、
一定期間にわたって滞納した者の

駐車場使用契約の解除を盛り込んだ、
未収金に関するルール案の作成

標準管理規約に基づく、
管理規約の全面改正

規約の改正による、各種文言の統一と
新たな役員の選任

【竣工年（築年数）】 昭和59年（築32年） 【総戸数】 34 戸

【単棟型 or 団地型】 単棟型 【階 層】 8 階建

【自主管理 or 委託】 自主管理。分譲以来、分譲会社に管理を委託していたが、

倒産により、約20年前に移行。

【エリア】 沖縄県

【耐震診断・耐震改修の実施の有無】新耐震基準で建設されているため対象外。

Ｂマンション 補助事業実施主体：一般社団法人日本マンション管理士会連合会
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  ○○○管理組合 管理費等未納者への対応（マニュアル） 


 


＜現在の未収者への対応＞ 


 １．平成２６年１２月３１日までは、未収金額に遅延損害金(年利 14％)を徴収しない。 


 ２．平成２７年１月１日時点にて未収がある組合員については、未収金額に平成２７年１月１日を起算 


日とする遅延損害金(年利 14％)を徴収する。 


 ３．平成２７年６月末時点にて滞納期間が６ヶ月以上ある区分所有者に対しては、未収金の支払状況を 


踏まえ、委員会の判断により、駐車場の解約を行うことができる。（解約駐車場は２台目駐車区画と 


して募集を行う。管理費等の未納者は応募することができない） 


 ４．平成２７年６月末時点にて滞納期間が６ヶ月以上ある区分所有者に対しては、前項３の対応に加え、 


支払状況を踏まえたうえで、委員会の判断により、下記の対応を行うことができる。 


     ・委員長名支払催告書の発送(配達証明付郵便)概算費用：発送手数料 800円(税込) 


・弁護士名支払催告書の発送(内容証明郵便)概算費用：弁護士手数料約 20,000円(税込) 


・訴訟申立等法的措置の実施。 


       


＜今後の未収者への対応＞※平成２７年１月１日より開始 


 １．滞納が３ヶ月以内の場合は、遅延損害金(年利 14％)を徴収しない。但し、４ヶ月間の滞納が確定し 


た時点にて、すべての滞納月に対し遅延損害金を発生させ徴収する。遅延損害金発生以後は全滞納 


額が入金されるまで３ヶ月未満の滞納期間にかかわらず遅延損害金を徴収する。 


２．滞納が６ヶ月を超えた場合は、委員会の判断により、駐車場の解約を行うことができる。 


（解約駐車場は２台目駐車区画として募集を行う。管理費等の未納者は応募することができない） 


 ３．滞納期間７ヶ月～ 


   ・委員長名支払催告書の発送(配達証明付郵便)概算費用：発送手数料 800円(税込) 


・弁護士名支払催告書の発送(内容証明郵便)概算費用：弁護士手数料約 20,000円(税込) 


 ４．滞納期間８ヶ月～ 


・訴訟申立等法的措置の実施 


 


＜駐車場解約者が発生した場合の対応＞ 


１．滞納により駐車場を解約された者は、早急に車庫証明抹消手続きを行うこと。また、手続き終了後、 


遅滞なく委員長にその旨を報告すること。 


２．駐車区画解約後、車庫証明が抹消されていないことが判明した場合は、解約月の翌月から車庫証明 


を抹消した月の末日分まで駐車場使用料を請求することができる。 


 ３．車庫証明を抹消済みで未収金額をすべて支払った月の翌月より、１年間管理費等の支払いを遅滞す 


ること無く期日内に納めた後に、本人が駐車区画の契約を希望する場合は、駐車場契約を締結する 


ことができる。 


４．未収金額をすべて支払った月の翌月より、毎月遅滞なく管理費等を支払っている場合でも、車庫証 


明を抹消していない場合及び委員長へ抹消した報告をしていない場合は、車庫証明を抹消した月の 


翌月並びに委員長へ抹消した報告を行った翌月より、１年間管理費等の支払いを遅滞すること無く 


期日内に納めた場合に駐車場契約を締結することができる。 


 


 


 







５．前項３及び４の場合において、２台目駐車区画契約者がマンション外へ駐車場を確保する一定期間 


は駐車場の割り当てができない場合がある。また、割り当てられた駐車区画は以前使用していた駐 


車区各が割り当てられるとは限らない。 


 ６．区分所有者、賃借人の居住に関係なく駐車場の解約を行う。駐車区画の解約を行った結果、賃貸借 


契約が解除となった場合でも管理組合はなんら責任を負わない。 


 ７．駐車場使用料は１区画 3,000円とする。(1区画契約者＝3,000円、2区画契約者＝6,000円) 


 


＜２台目駐車区画契約者の対応＞ 


 １．管理費等未納者であった組合員が駐車場契約を申し込んだ場合は、２台目駐車区画契約者はすみや 


かに契約駐車区画１台を管理組合へ返却すると同時に車庫証明を抹消しなければならない。その場 


合、返却駐車区画は、１台目区画、２台目区画のいずれでもかまわないが、管理組合へ返却する駐 


車区画に車庫証明が残らないようにしなければならない。 


 ２．２台目区画返却後、車庫証明が抹消されていないことが判明した場合は、返却月の翌月から車庫証 


明を抹消した月の末日分まで駐車場使用料を請求することができる。 


 


＜入金された管理費等の取り扱い＞ 


 １．滞納者より入金された管理費等については、一番遠い月の滞納管理費等に充当することとし、充当 


順位は①駐車場使用料②修繕積立金③管理費の順に充当する。 


   


＜駐車場契約について＞ 


１．駐車場を返却する場合は、返却する１ヶ月以上前に委員長へ連絡すること。 


２．駐車場使用料は日割り計算を行わない。月内に１日でも使用した場合は、１ヶ月分を支払うことと 


する。 
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